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89.国鰭・地域別の技能実習生の入国者数、在留者数、2号への変更許可数、3号への変更貯可数及び失瞭者数の推移（平成26年～令和5年）

「技能実習1号イ」新規入国者数
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国籍・地域 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

総 数 6.377 6.680 6.665 7.492 6,222 6.3” 1.652 218 3.575 4.008

ブ イ リ ピ ン 867 1｡043 1,243 1.382 1.254 1.199 297 21 1.071 1.199

ペ ト ナ ム 925 1.023 852 1.265 1.214 1.020 293 58 914 880

イ ン ド ネ シア 560 658 797 923 722 710 349 0 785 810

タ イ 1， 179 1.217 1.392 1.477 1.040 936 272 50 370 479

中 国 2,299 2．141 1.846 1.819 1.330 1.592 263 85 239 249

＝ ヤ ン マ －～ 16 50 47 30 67 184 21 4 27 110

メ キ シ コ 22 30 21 165 116 43 33 0 2 53

南アフリカ共和国
＋

0 0 14 29 16 25 8 0 28 33

マ レ － シ ア 185 207 156 128 152 210 48 0 24 31

バ キ ス タ ン 4 9 13 21 4 15 0 0 0 26

そ の 他 320 302 284 253 307 366 68 0 115 138

国箱・地域 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

篭 数 76. 139 90.307 99.453 120. 179 137.973 167.405 74.804 21.899 163.882 169.774

ペ ト ナ ム 18.564 31．629 42.922 57.425 71.368 90.150 41.048 16.392 82.489 76.754

イ ン ド ネシア 5.328 6.631 7.253 8.658 11.511 15.036 7.912 494 29.563 38.311

＝ ヤ ン マ －－ 643 1.719 2.356 3.203 3.656 6.276 3.522 821 11.563 15.217

フ イ リ ピ ン 6. 130 8.875 9.498 11.541 10.806 12.640 4.822 224 12．918 12.859

中 国 41.672 36． 186 31.049 32.253 32.310 33.093 10.786 3.420 11.673 11．098

カ ン ボ ジ ア 1.099 2.078 2.727 2,951 3.284 4.189 2.735 273 6.813 5.723

タ イ 2.031 2.441 2.734 2.972 3.539 3.877 2.499 222 4. 157 4. 132

モ ン ゴ ル 269 321 403 606 789 1.122 772 0 1.547 1.271

ネ パ ル 141 89 97 88 116 184 118 8 986 1.142

ス リ ラ ン 力 85 121 127 196 256 326 236 40 651 878

そ の 他 177 217 287 286 338 512 354 5 1.522 2.389



｢技能実否2号イI新規入国者数

｢技能実習2号ロl新規入国者数
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国籍・地域 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

総 数 2 1 2 0 12 8 2 0 8 3

中 国 2 0 0 0 2 3 1 0 0 3

タ イ 0 0 0 0 0 4 1 0 7 0

ペ ト ナ ム 0 1 2 0 5 1 0 0 0 0

フ イ リ ピ ン 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0

そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国籍・地域 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

総 数 15 16 11 9 242 183 116 23 120 190

ペ ト ナ ム 1 4 3 1 94 108 47 8 45 94

中 国 14 11 4 7 92 56 43 14 48 60

フ イ リ ピ ン 0 0 2 0 9 5 3 0 12 16

＝ ヤ ン マ －－ 0 0 0 0 20 0 2 1 3 6

イ ン ド ネシア 0 1 1 1 15 5 9 0 9 5

カ ン ボ ジ ア 0 0 0 0 7 1 12 0 1 4

モ ン ゴ ル 0 0 0 0 1 6 0 0 2 3

タ イ 0 0 1 0 3 1 0 0 0 2

ス リ ラ ン 力 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

バング
I■■■

フ デシ1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



三雲雲
云云

<注）研修・技能実習制度については、平成21年7月15日に公布された入管法等改正法により見直しが行われ、同改正により『技能実習」の在留資格が創設された（平成22年7月1日施行） 。

その後、 『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保瞳に関する法律（平成28年法律第89号） 」の施行（平成29年11月1日）に伴い、 「技能実習3号」の在留資格が創設されている。
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国籍・地域 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

総 数 0 64 226 63 3 148 138

ブ イ リ ピ ン 0 20 81 33 0 65 61

ペ ト ナ ム 0 23 95 9 0 65 52

中 国 0 12 38 17 3 14 12

イ ン ド ネシア 0 1 7 3 0 0 8

タ イ 0 3 2 1 0 2 3

イ ン ド 0 0 0 0 0 0 2

ミ ヤ ン マ － 0 4 3 0 0 2 0

マ レ _ シ ア 0 1 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0 0 0

国籍・地域 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

総 数 8 5.648 14.750 7.189 1.280 11.299 8.917

ペ ト ナ ム 8 3.217 7.682 3,708 803 4.073 3.835

中 国 0 1.050 2．668 1.092 285 1,932 1.833

イ ン ド ネシア 0 490 1.118 700 57 2.028 1．141

ブ イ リ ピ ン 0 491 1.806 821 46 2.036 1.091

タ イ 0 164 537 349 29 417 383

カ ン ボ ジ ア 0 135 466 255 17 384 295

ミ ヤ ン マ － 0 62 379 205 41 286 220

モ ン ゴ ル 0 16 47 24 0 81 69

ラ オ ス 0 9 16 15 0 19 15

ス リ ラ ン 力 0 9 19 11 2 21 12

そ の 他 0 5 12 9 0 22 23



89.国鯖・地域別の技能実習生の入国者数、在留者数、2号への変更院可敷、3号への変更酢可数及び失除者数の推移（平成26年～令和5年）

「技能実習1号イ」在留外国人数

｢技能実習1号ロ」在留外国人数
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国箱・地域 平成26年末 平成27年末 平成28年末 平成29年末 平成30年末 令和元年末 令和2年末 令和3年末 令和4年末 令和5年末

総 数 4.371 4.815 4.943 5,971 5. 128 4.975 1.205 211 3.310 3.531

フ イ リ ピ ン 595 830 1.041 1． 198 1． 112 1.023 245 31 967 1.065

ベ ト ナ ム 799 955 784 1． 175 1． 140 915 270 56 892 834

イ ン ド ネ シア 433 555 662 831 635 596 230 0 751 769

タ イ 637 659 900 963 748 660 162 34 363 429

中 国 1.710 1.562 1,305 1.394 1.057 1.235 225 86 227 155

そ の 他 197 254 251 410 436 546 73 4 110 279

国籍・地域 平成26年末 平成27年末 平成28年末 平成29年末 平成30年末 令和元年末 令和2年末 令和3年末 令和4年末 令和5年末

総 数 73.145 87.070 97.642 118.101 138.249 164.408 74.476 24.005 161.683 167.734

ペ ト ナ ム 18.635 31.444 43,084 57.618 73.010 89.861 41.294 17.737 82.049 76.711

イ ン ド ネシア 5,198 6.439 7,228 8．689 11,527 14．823 7.800 735 29.289 37.995

ヤ ンー マー 563 1.535 2.274 3.061 3.611 6.116 3.439 933 10.935 14．472

ブ イ リ ピ ン 5.818 8.545 9, 124 11.122 10，681 12．248 4.573 350 12.719 12．708

中 国 39.264 33.928 29.694 30.701 31．121 31.254 10．666 3.558 11．184 10.506

そ の 他 3,667 5,179 6,238 6,910 8.299 10.106 6,704 692 15.507 15.342



｢技能実習2号イ」在留外国人数

｢技能実習2号口」在留外国人数
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国籍・地域 平成26年末 平成27年末 平成28年末 平成29年末 平成30年末 令和元年末 令和2年末 令和3年末 令和4年末 令和5年末

総 数 2.553 2.684 3.207 3.424 3.712 4.268 4.490 2.818 878 2.255

ベ ト ナ ム 557 611 819 853 1．105 1,447 1.359 737 213 721

ブ イ リ ビ ン 284 284 342 573 706 777 949 674 177 687

イ ン ド ネシア 205 289 416 482 552 595 603 478 188 494

中 国 1.351 1.340 1.397 1.170 1.009 1.060 1．169 645 203 176

タ イ 145 135 178 249 269 272 192 134 75 142

そ の 他 11 25 55 97 71 117 218 150 22 35

国籍・地域 平成26年末 平成27年末 平成28年末 平成29年末 平成30年末 令和元年末 令和2年末 令和3年末 令和4年末 令和5年末

総 数 87-557 98.086 122.796 146.729 173.873 210.965 258. 173 202.m6 83.508 163.274

ペ ト ナ ム 14.048 24.571 43.524 63.909 85.050 112.363 144.784 115.909 52.206 89.610

イ ン ド ネシア 6,386 8.024 10.419 11.892 13.592 17．459 22.838 19.669 7.349 27.060

ブ イ リ ピ ン 6.024 8.081 12.167 14.916 17.092 18．581 20.468 15.613 4.569 12.278

中 国 57.768 52.256 48.461 44.302 43.322 “､352 45.755 28.145 9.450 10.367

ミ ヤ ン マ 一 52 389 1.602 2.999 4.595 6.m0 8.916 8.552 3.875 10-010

そ の 他 3,279 4,765 6.623 8.711 10.222 12.210 15，412 14.118 6.059 13.949



｢技能実習3号イ」在留外国人数

(注）研修・技能実習制度については、平成21年7月15日に公布された入管法等改正法により見直しが行われ、同改正により「技能実習」の在留資格が創股された（平成22年7月1日施行〉 。

その後、 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保賎に関する法律（平成28年法律第89号） 』の施行（平成29年11月1日）に伴い、 「技能実習3号」の在留資格が創設されている。
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国籍・地域 平成26年末 平成27年末 平成28年末 平成29年末 平成30年末 令和元年末 令和2年末 令和3年末 令和4年末 令和5年末

総 数 0 220 605 707 779 1.206 982

ベ ト ナ ム 0 38 152 182 250 503 417

ブ イ リ ピ ン 0 44 155 264 335 485 400

中 国 0 108 209 202 108 122 92

タ イ 0 19 63 30 25 35 35

イ ン ド ネシア 0 1 8 11 14 14 19

そ の 他 0 10 18 18 47 47 19

国籍・地域 平成26年末 平成27年末 平成28年末 平成29年末 平成30年末 令和元年末 令和2年末 令和3年末 令和4年末 令和5年末

総 数 8 7.178 25.751 39.149 46.304 74.355 66.780

ペ ト ナ ム 8 4. 156 13．989 20.990 25.874 40.483 34,891

ブ イ リ ピ ン 0 686 3.090 5, 149 6.183 10.223 8.794

イ ン ド ネシア 0 607 1.923 2.977 4．111 8.328 8.050

中 国 0 1．189 4.260 5.724 4.947 7．616 7.564

タ イ 0 195 835 1.294 1.403 2.366 2.496

そ の 他 0 345 1.654 3,015 3,786 5.339 4.985



89．国籍・地域別の技能実習生の入国者数、在留者散、2号への変更許可数、3号への変更貯可数及び失瞭者数の推移（平成26年～令和5年）

｢技能実習3号jへの在留資格変更許可人員

(注1）研修・技能実習制度については、平成21年7月15日に公布された入管法等改正塗により見直しが行われ、同改正により「技能実習』の在留資格が創蝕された〈平成22年7月1日施行） 。

その後、 『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保瞳に関する法律（平成28年法律第89号） 」の施行《平成29年11月1日）に伴い、 『技能実習3号」の在留資格が創殴されている。

(注2》平成29年及び平成30年の「技能実習2号」の在留資格変更酔可人員には、技能実習法の施行に伴う旧制度の「技能実習2号」から新創度の『技能実習2号」への在留資格変更酢可を受けた者も含まれる．
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国籍・地域
平成26年

2号イ 2号ロ

平成27年

2号イ 2号ロ

平成28年

2号イ 2号ロ

平成29年

2号イ 2号ロ

平成30年

2号イ 2号ロ

令和元年

2号イ 2号ロ

令和2年

2号イ 2号ロ

令和3年

2号イ 2号口

令和4年

2号イ 2号ロ

令矛

2号イ

5年

2号ロ

総 数 1.414 49‘782 1.665 62.259 1.879 75.671 1.865 87.416 3‘599 176.876 2.527 130.314 2.388 147.845 776 66.225 183 23.438 2.152 143.233

ペトナム 304 8.566 340 17．234 508 28.986 416 39.528 1.057 85.835 852 70.423 595 82.873 192 37.752 47 17.450 704 73.547

インドネシア 142 3.408 184 4,949 251 6.046 265 6.603 537 13．502 349 11． 106 321 13.221 186 6.734 4 752 488 26.330

フィリピン 146 3.411 185 5,204 、 247 7.731 374 8.384 690 17.304 448 10.538 544 11.648 146 4.363 31 398 679 12.026

ミャンマー 0 51 4 400 19 1.378 41 2.105 17 4.554 62 3.653 128 5.696 16 3.169 4 941 19 9,556

中 国 738 32.224 844 31,291 733 27.214 584 25.165 973 45.352 622 26.818 696 25.441 173 8.322 83 3.220 126 8,4“

そ の 他 84 2. 122 108 3. 181 121 4.316 185 5.631 325 10.329 194 7,776 104 8.966 63 5.885 14 677 136 13.370

国籍・地域
平成30年

3号イ 3号ロ

令和元年

3号イ 3号口

令和2年

3号イ 3号ロ

令和3年

3号イ 3号ロ

令和4年

3号イ 3号ロ

令和5年

3号イ 3号口

総 数 158 1.550 180 4．508 293 14．130 503 26.385 629 37．681 142 12． 157

ペ トナム 16 945 20 2.553 63 7.658 191 15.012 279 22.013 34 6.613

フィリピン 24 198 30 639 121 2.030 193 3.497 226 4.524 72 1.318

インドネシア 0 119 0 254 3 1.026 9 2.593 11 3.811 4 1.277

中 国 96

■、

147 81 550 82 1.846 57 2.436 82 3.698 15 1.172

タ イ 17 32 43 113 10 325 16 745 17 1.221 17 539

そ の 他 5 109 6 399 14 1.245 37 2.102 14 2,414 0 1.238



89．国籍・地域別の技能実習生の入国者数、在留者数、2号への変更許可数、3号への変更許可数及び失除者数の推移（平成26年～令和5年）

O平成26年から令和5年までの在留資格『研修」 、 「技能実習」及び「特定活動（技能実習） 」に係る失除者数の推移
(人）

(注1）平成3o年以降は、在留資格「技能実習」の失瞭者数である。
(注2） 「カンボジア」は、平成27年から集計しており、平成26年は「その他」に含まれる。

○平成26年から令和5年までの在留資格「技能実習」に係る失除者数の推移

(人）
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平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

総 数 4,851 5,808 5,060 7,091 9,052 8,796 5,885 7, 167 9,006 9,753

ナベ ト ム 1.022 1.705 2,025 3,751 5,801 6,105 3,741 4,772 6,016 5,481

ミ ヤ ン マ 一 107 336 216 446 345 347 250 447 607 1.765

中 国 3,065 3， 116 1.987 1.594 1.537 1．330 964 896 922 816

カ ン ボ ジ ア 1■■■ 58 284 656 758 462 494 667 829 694

イ ン ド ネ シア 276 252 200 242 339 307 240 208 367 662

そ の 他 381 341 348 402 272 245 196 177 265 335

一一一一一一一一一一 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

総 数 4,847 5,803 5,058 7,089 9,052 8,796 5,885 7, 167 9,006 9,753

ナベ ト ム 1.022 1.705 2,025 3,751 5,801 6, 105 3,741 4,772 6,016 5,481

ミ ヤ ン マ － 107 336 216 446 345 347 250 447 607 1.765

中 国 3,065 3,116 1.987 1.594 1.537 1，330 964 896 922 816

カ ン ボ ジ ア 一 58 284 656 758 462 494 667 829 694

イ ン ド ネ シア 276 252 200 242 339 307 240 208 367 662

そ の 他 377 336 346 400 272 245 196 177 265 335


